
事務連絡（保190）

平成20年2月5日
都道府県医師会

　　社会保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　　　　　鈴　木　　満

疑義解釈資料の送付について

　今般、オンライン請求等に関する改正省令につきまして、厚生労働省

保険局総務課保険システム高度化推進室より「疑義解釈資料」が別添の

とおり、とりまとめられましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。

（添付資料）

疑義解釈資料の送付について

　（平20．1．22　厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室）
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疑義解釈資料の送付について

　「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一

部を改正する省令」　（平成18年厚生労働省令第111号。以下「改正省令」とい

う。）については、　「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求

に関する省令の一部を改正する省令の施行について」　（平成18年4月10日保発

第0410005号）等により実施しているところであるが、今般、改正省令中平成20年

4月1目施行分の取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参

考までに送付いたします。



1　病床数について

（問）改正省令に規定されている病床数（平成20年4月1日施行分の附則第4条第

1項の表中第1号）は、保険医療機関が医療法第7条に基づき許可を受けた病床種

別（一般病床、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床）ごとの病床数の合計

数と解してよいか。

（答）その通り。医療法上の許可病床数と解してよい。

2　オンライン請求開始の期限について

（問）平成20年3月31日時点での400床以上の病院で既にレセプトを電子媒体

で請求している場合には、レセプトオンライン請求は、遅くとも平成20年4月診

療分（5月請求分）から始める必要があると解してよいか。

（答）その通り。同様に改正省令に規定されているオンライン請求に係る経過措置の

期限（平成20年4月1目施行分の附則第4条第1項の表中第1号から第6号まで

の下欄に掲げる日）については、具体的には、それぞれ各年3月診療分（4月請求

分）までとなる。

3　オンライン請求が必要なレセプトについて

（問）改正省令に規定されている「レセプトコンピュータを使用しているものであっ

て、光ディスク等を用いた請求を行って」（平成20年4月1日施行分の附則第4条

第1項の表中第1号及び第3号）いるかどうかの判断は、外来、入院又はD　P　Cの

区分ごとに、それぞれ判断すると解してよいか。

（答）　その通り。例えば、400床以上の病院で、外来レセプトは、電子媒体による

請求を行うとともに、入院レセプト及びD　P　Cレセプトは、電子媒体による請求を

行っていない場合には、当該入院レセプト及びD　P　Cレセプトについては、平成2

0年4月診療分（平成20年5月請求分）も紙媒体での請求が可能であるが、電子

媒体で請求している外来レセプトについては、平成20年4月診療分（平成20年

5月請求分）からオンライン請求することが必要である。



4　レセプト文字データ変換ソフトについて

（問）改正省令に規定されている「レセプト文字データ変換ソフトを使用することに

よって光ディスク等を用いた請求を行うことができ」（平成20年4月1目施行分の

附則第4条第1項の表中第1号及び第3号）るかどうかの判断に当たっては、レセ

プトコンピュータの機種は形式的にはレセスタ対応機種に該当するものの、カスタ

マイズ等により、実質的にレセスタに対応できない状態になっている場合には該当

しないと解してよいか。

（答）その通り。


